
第２２期 第２回 佐賀県内水面漁場管理委員会 

 

       日 時  令和７年２月７日（金）１４：００から 

         
      場 所  佐賀県庁新館１０階農林水産部内会議室（南西角） 
              （佐賀市城内１丁目１番５９号） 
 

次   第 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 

（１）第５種共同漁業権に係る令和７年度増殖目標量（案）について（協議） 

                        Ｐ１～４ 

 

（２）第５種共同漁業権に係る「資源管理の状況等の報告」について（報告） 

 Ｐ５～９ 

 

（３）令和７年度えつ流し刺網による採捕許可方針（案）について（諮問） 

                      Ｐ１０～１９ 

 

（４）えつ資源回復方策に関する取組状況について（報告） 

                      Ｐ２０ 

 

（５）その他                

 

 

３ 閉 会 



出席者名簿 

 

 佐賀県内水面漁場管理委員会             

 委 員  柴山 雅洋  様                     

 委 員  犬塚 加代子 様                      

委 員  中村 さやか 様                      

 委 員  藤村 美穂   様                      

 委 員  森田 忠光   様  

 委 員    江頭 大幸  様                 

 委 員    草野 剛   様 

 委 員    今川 一洋  様 

 

                      
海区漁業調整委員会事務局 

 事務局長  荒巻 裕 

 

 

佐賀県農林水産部水産課漁業調整担当 

 主  事  江頭 千優 

 

 
 



（案） 

 

公    告 

 

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１７１条第３項の規定により、

令和７年度における第５種共同漁業権に係る増殖目標量を次のとおり定め

た。 

 

    令和７年２月  日 

 

 

                                     佐賀県内水面漁場管理委員会 

                                        会 長  柴 山 雅 洋  
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議題1



漁 業 協 同 義務放流 産卵場
　　禁漁期間及び
　　禁漁区域

組   合   名 数　 　量 造　成
（漁業調整規則及び
行使規則で定めてい
るものを除く。）

ヤ　　マ　　メ 250㎏ 全長 20㎝ －

コ　　　　　イ 100㎏ 〃 20㎝ －

オイカワ・カワムツ 10kg 〃 10㎝ －

ヤ　　マ　　メ 250㎏ 全長 18㎝ － ・260kg　⇒　250kg　減量

ア　　　　ユ 475㎏ 〃 10～17㎝ － ・510kg　⇒　475kg　減量

コ　　　　　イ 40㎏ 〃 40㎝ －

ハ　　　　ヤ 4kg 〃 8cm －

ウ　　ナ　　ギ 20kg 〃 35㎝ － ・8kg　   ⇒　20kg　  増量

シ　ロ　ウ　オ － － － －

モ ク ズ ガ ニ 520㎏ 甲幅 　4㎝ － ・500kg　⇒　520kg　増量

ヤ　　マ　　メ 15㎏ 全長 11㎝ －

ア　　　　ユ 12kg 〃 10㎝ －

コ　　　　イ 18㎏ 〃 25㎝ －

フ　　　　ナ 10㎏ 〃 17㎝ －

オイカワ・カワムツ 1ｋｇ 〃 10㎝ －

モ ク ズ ガ ニ 25㎏ 甲幅 5㎝ －

コ　　　　イ 250㎏ 全長 10㎝ －

フ　　　　ナ 90㎏ 〃 22㎝ －

ウ　　ナ　　ギ 280㎏ 〃 25㎝ －

テ ナ ガ エ ビ 70㎏ 〃 5㎝ －

モ ク ズ ガ ニ 120㎏ 甲幅 4㎝ －

筑　後　川
内共第３号

佐賀県有明海

内共第２号 玉　　島　　川

内共第３号 相知町伊岐佐

内共第１号 古　湯　地　区

第５種共同漁業権に係る令和７年度増殖目標量（案）

漁業権番号 魚　種　名 寸　　　　　法 特記事項

令和６年度と変更なし

令和6年度と変更なし

令和6年度と変更なし

令和６年度と変更なし

令和６年度と変更なし
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漁 業 協 同 義務放流 産卵場
　　禁漁期間及び
　　禁漁区域

組   合   名 数　 　量 造　成
（漁業調整規則及び
行使規則で定めてい
るものを除く。）

ヤ　　マ　　メ 250㎏ 全長 20㎝ －

コ　　　　　イ 100㎏ 〃 20㎝ －

オイカワ・カワムツ 10kg 〃 10㎝ －

ヤ　　マ　　メ 250㎏ 全長 18㎝ －

ア　　　　ユ 475㎏ 〃 10～17㎝ －

コ　　　　　イ 40㎏ 〃 40㎝ －

ハ　　　　ヤ 4kg 〃 8cm －

ウ　　ナ　　ギ 20kg 〃 35cm －

シ　ロ　ウ　オ － － － －

モ ク ズ ガ ニ 520㎏ 甲幅 　4㎝ －

ヤ　　マ　　メ 15㎏ 全長 11㎝ －

ア　　　　ユ 12kg 〃 10㎝ －

コ　　　　イ 18㎏ 〃 25㎝ －

フ　　　　ナ 10㎏ 〃 17㎝ －

オイカワ・カワムツ 1ｋｇ 〃 10㎝ －

モ ク ズ ガ ニ 25㎏ 甲幅 5㎝ －

コ　　　　イ 250㎏ 全長 10㎝ －

フ　　　　ナ 90㎏ 〃 22㎝ －

ウ　　ナ　　ギ 280㎏ 〃 25㎝ －

テ ナ ガ エ ビ 70㎏ 〃 5㎝ －

モ ク ズ ガ ニ 120㎏ 甲幅 4㎝ －

内共第１号 古　湯　地　区

第５種共同漁業権に係る令和７年度増殖目標量

漁業権番号 魚　種　名 寸　　　　　法 特記事項

筑　後　川
内共第３号

佐賀県有明海

内共第２号 玉　　島　　川

内共第３号 相知町伊岐佐
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漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）抜粋  
 

（内水面漁場管理委員会）   
第１７１条  
３   内水面漁場管理委員会は、当該都道府県の区域内に存する内水面に

おける水産動植物の採捕、養殖及び増殖に関する事項を処理する。   
 

 

 

（参考）  

水産庁通知（平成 24 年 6 月 8 日 24 水管第 684 号）抜粋 

 
イ 毎年度の目標増殖量等  

漁業権免許後は、漁業権者が計画的に資源の拡大的増殖を行うよう、委

員会が、毎年その年度の目標増殖量等を各漁業権者に示し、かつ、  
委員会名でこの目標増殖量等を県公報で一括公示してください。  
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議題2
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０
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0
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0
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０
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。
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  〇 漁業法（抜粋） 

昭和 24 年 12 月 15 日 

法律第 267 号 

 

 

(資源管理の状況等の報告) 

第九十条 漁業権者は、農林水産省令で定めるところにより、その有する漁業権の内容たる漁業にお

ける資源管理の状況、漁場の活用の状況その他の農林水産省令で定める事項を都道府県知事に報告

しなければならない。ただし、第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定により都道府県知事に

報告した事項については、この限りでない。 

２ 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、海区漁業調整委員会に対し、前項の規定

により報告を受けた事項について必要な報告をするものとする。 

(平三〇法九五・追加) 

 

 

(内水面漁場管理委員会) 

第百七十一条  

１～３項 略 

４ この法律の規定による海区漁業調整委員会の権限は、内水面における漁業に関しては、内水面漁

場管理委員会が行う。ただし、第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道

府県にあつては、当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会が行う。 

(平一一法八七・一部改正、平三〇法九五・旧第百三十条繰下・一部改正) 
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議題3



令和７年度えつ流し刺網による採捕許可方針（案） 
 

 えつ流し刺網による採捕の許可については、資源の有効利用及び漁業秩序の維持を図る
ため、佐賀県漁業調整規則の定めによるほか、この方針により処理する。 
 
１ 採捕の種類 

えつ流し刺網による採捕 
 

２ 許可の対象 
次のいずれかの者に限る。 
佐賀県有明海漁業協同組合の諸富町支所、早津江支所、大詫間支所及び南川副支所に 

所属する組合員 
 

３  採捕の区域 
  次のア及びイの点を結んだ直線から下流の筑後川及び早津江川の水域 
ただし、筑後川は次のウ及びエの点を結んだ直線まで、早津江川は次のオ及びカの点を
結んだ直線までとする。 

点ア 福岡県久留米市城島町大字下田開平江川河口水門東角 
点イ 福岡県久留米市城島町と同市三潴町境標柱 
点ウ 福岡県柳川市大字七つ家字永松の南西角に設置された有明海佐賀・福岡両県

漁場境界標石柱 
点エ 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字元治搦の南東角に設置された有明海佐賀・

福岡両県漁場境界標石柱 
点オ 佐賀県佐賀市川副町大字大詫間字昭和搦西南角に設置した標柱 
点カ 佐賀県佐賀市川副町大字犬井道字平和搦北東角に設置した標柱 

 
４ 採捕の期間 

５月１日から７月２０日まで 
 

５ 許可の有効期間 
令和７年５月１日から令和７年７月２０日まで 

 
６ 許可隻数 

１３７隻以内とする 
なお、佐賀県有明海漁業協同組合の支所別の許可隻数については、次表の範囲内とす

るが、支所間で協議を行い、調整が整った場合にはこの限りではない。 
 

漁業協同組合名（支所名） 許 可 隻 数 
佐賀県有明海漁業協同組合 １３７ 

（諸富町支所） （１０４）  
（早津江支所） （  ８）  
（大詫間支所） （ ２１）  
（南川副支所） （  ４）  

合  計 １３７ 
       ※諸富町支所は旧千代田支所の許可枠を含む。 
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７ 条件 
（１） 採捕は、漁業を営む場合に限ることとし、遊漁は認めない。 
（２） 使用する網の長さは２００メートル以下、網丈は２．５メートル以下でなけれ

ばならない。 
（３） 設置する漁具の網目は、網目１５センチメートルにつき８．５節以下（目合４

センチメートル以上、節間２センチメートル以上）でなければならない。 
（４） 使用する漁具は１統でなければならない。 
（５） 網を錨止めして採捕してはならない。 
（６） 網に石等の付属のおもり（通称：石うち）をつけて採捕してはならない。 

          ただし、鐘ヶ江大橋から下流域は除く。 
（７） 採捕中は、使用船舶を漁具の周囲５０メートルの範囲内にとめておかなければ

ならない。 
（８） 採捕中は、次の標識を船舷上１メートル以上の高さに掲げなければならない。 

 
                    50cm  
  ７内許第○○○○号 

 
       え つ 
 
             佐 賀 県 
      有明海漁業協同組合 

 
 
  40cm       （白色地に黒文字） 

 
 

（９） 採捕に当たっては、船舶の航行に支障を与えてはならない。 
（10） 夜間(日没から日の出まで）の採捕の際には､網に燈火をつけなければならない。 
（11） 採捕期間終了後、別に定める様式により、８月３１日までに採捕実績報告書を

提出しなければならない。 
 
 
 附 則 
          この方針は令和７年２月５日から施行する。 
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久留米市

久留米市

佐賀市

佐賀市

神埼市

みやき町

みやき町
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内水面採捕―許可状況（Ｒ７.１.２９現在）※現在許可があるものに色付け 

採捕の種類 

（第 33 条） 
期  間 

 許可方針 

（施行年月日） 

 

許可数 

（定数） 

 
委員会 

審議月 

（１） やな 
１年 

R7.2.10～R7.4.20 

 ○ 

R7.1.17 

 

１名 

 

12 月 

（２） 魚ぜき  
 

 － 
 

－ 

（３） 建網 

（建切網、建干網及び

張切網を含む。） 

３年 

R5.2.1～R8.1.31 

 
○ 

R4.12.14 
1 名 

 
12 月 

（3年毎） 

（４） 流刺網 
１年 

R6.5.1～R6.7.20 

 
○ 

R6.3.1 

84 名 

（137） 

 

 

 

2 月 

（５） 張網 

（ふくろ網を含む。） 

１年 

R5.9.25～R6.12.30 

 ○ 

R6.9.10 
2 名 

 
7 月 

（６） よせ網 

（地びき網を含む。） 

３年 

R5.10.1～R8.4.15 

 ○ 

R5.8.7 

3 名 

(15) 

 7 月 

（3年毎） 

（７） すっぽん筌 
３年 

H29.4.1～R2.3.31 

 ○ 

29.3.10 
－ 

 3 月 

（3年毎） 

（８） 鉾 

（すつぽんをとるこ

とを目的とする場合

に限る。） 

３年 

H29.4.1～R2.3.31 

 
○ 

29.3.10 

 

－ 

 

 

3 月 

（3年毎） 

（９） 投網 

（船舶を使用する場

合に限る。） 

 

 
○ 

20.5.26 
－ 

 

－ 

（10） う使（う飼）  
 

 － 
 

－ 

 

許可方針を定めるにあたって 

諮問： ３年より短い許可の有効期間を定めるとき（第３３条第５項）は 

内水面漁場管理委員会の意見を聴かなければならない。 

協議： 上記以外の場合 
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佐賀県漁業調整規則 抜粋 

 
第33条 内水面において次に掲げる漁具又は漁法によって水産動植物を採捕しようとする者は、漁具又は漁法

ごとに知事の許可を受けなければならない。 
(1) やな 
(2) 魚ぜき 
(3) 建網(建切網、建干網及び張切網を含む。) 
(4) 流刺網 
(5) 張網(ふくろ網を含む。) 
(6) よせ網(地びき網を含む。) 
(7) すっぽん筌 
(8) 鉾(すっぽんをとることを目的とするものに限る。) 
(9) 投網(船舶を使用する場合に限る。) 
(10) う使(う飼) 

2  前項の規定は、次に掲げる場合には適用しない。 
(1) 第4条第1項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて採捕する場合 
(2) 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて採捕する場合 
(3) 法第170条第1項の遊漁規則に基づいて採捕する場合 

3  第1項の許可(以下この条において「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、漁具又は漁法ごとに、
次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 
(2) 採捕の種類 
(3) 採捕する区域、期間及び水産動植物の種類 
(4) 漁具の数及び規模 
(5) 使用する船舶の名称、漁船登録番号、総トン数並びに推進機関の種類及び馬力数 
(6) 採捕に従事する者の氏名及び住所 
(7) その他参考となるべき事項 

4  次の各号のいずれかに該当する場合は、知事は、採捕の許可をしてはならない。 
(1) 申請者が第10条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する者である場合 
(2) 漁業調整のため必要があると認める場合 

5  採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、漁業調整のため必要があると認められるときは、知事は、
3年を超えない範囲内で、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その期間を別に定めることができる。 

6  採捕の許可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該許可に係る事業の全部を承継させるものに限る。)
をしたときは、当該許可は、その効力を失う。 

7  知事は、採捕の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間その許可に係る漁具又
は漁法により水産動植物を採捕しないときは、内水面漁場管理委員会の意見を聴いて、その許可を取り消す
ことができる。 

8  採捕の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、第13項において準用する第23条第1項の規
定により許可の効力を停止された期間及び法第120条第1項の規定による指示若しくは同条第11項の規定によ
る命令により第1項各号に掲げる漁具又は漁法による水産動植物の採捕を禁止された期間は、前項の期間に算
入しない。 

18



9  知事は、採捕の許可をしたときは、その者に対し次に掲げる事項を記載した許可証を交付する。 
(1) 採捕の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 
(2) 採捕に従事する者の氏名及び住所 
(3) 使用する船舶の名称及び漁船登録番号 
(4) 許可の有効期間 
(5) 条件 
(6) その他参考となるべき事項 

10  採捕の許可を受けた者は、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、前項の許可
証を自ら携帯し、又は採捕に従事する者に携帯させなければならない。 

11  前項の規定にかかわらず、許可証の書換え交付の申請その他の事由により許可証を行政庁に提出中である
者が、当該許可に係る漁具又は漁法により水産動植物を採捕するときは、知事がその記載内容が許可証の
記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯
し、又は採捕に従事する者に携帯させれば足りる。 

12  前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを知事
に返納しなければならない。 

13  第8条第2項、第9条第2項及び第3項、第13条、第20条第3項、第22条、第23条並びに第26条から第30条ま
での規定は、採捕の許可について準用する。 

 
 
 
第13条 知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可をするに当たり、許

可又は起業の認可に条件を付けることができる。 
2  知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可後、関係海区漁業 

調整委員会の意見を聴いて、当該許可又は起業の認可に条件を付けることができる。 
3  知事は、前項の規定により条件を付けようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第 1項の

規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 
4  第2項の規定による条件の付加に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 
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佐賀県におけるエツ資源回復の取組 

 
佐賀県農林水産部水産課 

 
1. これまでの取組 

① 筑後川におけるエツ流し刺網の操業日数の短縮 
5 月 1 日〜7 月 31 日（従来の許可） 
5 月 1 日〜7 月 25 日（平成 4〜6 年） 
5 月 1 日〜7 月 20 日（平成 7 年以降） 
 

② 佐賀県有明海漁業協同組合諸富町支所による受精卵放流の実施 
令和 6 年度 6 月 3 日実施。受精卵 105 万粒を放流 
 

2. 新たな取組 
① 産卵親魚の保護 

調査により新たに確認※された県内産卵河川（六角川、牛津川、塩田川、本庄江）
でのエツの採捕を目的とした流し刺網については、これまでも許可しておらず、
今後も許可をしない。 
※ 六角川と筑後川の河川交流も確認 

 
② 資源管理方策の普及 

産卵親魚が混獲される時期のうち再放流後の生残率が高い 3〜4 月にかけての全長
20 ㎝以上のエツ再放流の取組について、1）本取組に関する普及を対象漁業者に
対して随時実施している。2）さらに、佐賀県有明海漁協本所および 15 漁協支所
にポスターを配布し資源管理方策の普及に努めた。 
 

③ 資源管理体制の構築 
令和 4 年からは漁獲量等のモニタリングを新たに開始し、資源管理の取組も合わ
せてモニタリングしている。 
 
参考：あんこう網の操業隻数 
令和 6 年度の筑後川河口域および六角川河口域で周年操業を行っているあんこう
網の隻数は 1 隻程度と、佐賀県エツ流し刺網漁業の CPUE が急激に減少し始めた
平成 14 年頃の水準の 20％程度であった。 
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